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徳
島
県
告
示
第
五
百
四
十
五
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
特
定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
の
構
造
等
を
変
更
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果

に
基
づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

申
請
の
概
要

１

申
請
者

名

称

日
亜
化
学
工
業
株
式
会
社

住

所

阿
南
市
上
中
町
岡
四
九
一
番
地
一
〇
〇

代
表
者

代
表
取
締
役

小
川
裕
義

２

工
場
又
は
事
業
場

名

称

日
亜
化
学
工
業
株
式
会
社

本
社

所
在
地

阿
南
市
上
中
町
岡
四
九
一
番
地

３

特
定
施
設
の
種
類

変
更
な
し

４

変
更
の
概
要

排
出
水
の
汚
染
状
態
の
値
及
び
量

５

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

二
の
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所
に
お
い
て
、
関
係
書
類
を
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、

徳
島
県
生
活
環
境
部
環
境
管
理
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
公
表
す
る
。

二

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

１

期
間
令
和
七
年
十
月
二
十
八
日
か
ら

令
和
七
年
十
一
月
十
八
日
ま
で

２

場
所
徳
島
県
生
活
環
境
部
環
境
管
理
課
及
び
阿
南
市
市
民
部
環
境
保
全
課



徳
島
県
告
示
第
五
百
四
十
六
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
有

害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

鳴
門
市
北
灘
町
粟
田
字
東
傍
示
八
番
一
、
八
番
二
及
び
三
○
二
番
三
の
各
地
先
（
次
の
図
の
と
お
り

）
二

土
壌
溶
出
量
基
準
（
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十

一
条
第
一
項
の
基
準
を
い
う
。
）
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

砒
素
及
び
そ
の
化
合
物

ひ

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
徳
島
県
生
活
環
境
部
環
境
管
理
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に

供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
五
百
四
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
機
関
と
し

て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

名

称

所

在

地

開

設

者

指
定
年
月
日

平
野
整
形
外
科

吉
野
川
市
鴨
島
町
牛
島
三
二
二
七

医
療
法
人
平
野
整
形
外

令
和
七
年
十
月

―
一

科

一
日

井
上
調
剤
薬
局
城
南
店

徳
島
市
八
万
町
弐
丈
九
七
―
八

有
限
会
社
井
上
調
剤
薬

同

局

ス
マ
イ
ル
調
剤
薬
局
問
屋

同

問
屋
町
三
五

株
式
会
社
レ
イ
ル

同

町
店

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

板
野
郡
北
島
町
鯛
浜
字
西
ノ
須
三

合
同
会
社
ｔ
ｗ
ｏ
―
ｐ

同

わ
だ
ち

四
―
四

フ
ロ
ー
ラ
ル
ハ
イ
ツ
二

ｉ
ｅ
ｃ
ｅ

三
○
一



徳
島
県
告
示
第
五
百
四
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療
機

関
の
廃
止
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

名

称

所

在

地

開

設

者

廃
止
年
月
日

え
だ
が
わ
小
児
科

鳴
門
市
鳴
門
町
三
ツ
石
字
芙
蓉
山

枝
川

卓
二

令
和
七
年
八
月

下
五
○
五

三
十
一
日

成
長
調
剤
薬
局

板
野
郡
藍
住
町
勝
端
字
成
長
一
六

グ
リ
ー
ン
・
メ
デ
ィ

同

五
―
二

カ
ル
・
サ
ー
ビ
ス
有

限
会
社



徳
島
県
告
示
第
五
百
四
十
九
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
自
立
支
援
医
療
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
開
設
者

指
定
自
立
支
援
医
療
を
行
う
病
院
又
は
診
療
所

担

当

す

る

指

定

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

医

療

の

種

類

年

月

日

岩
浅

亮
彦

徳
島
市
福
島
一
丁
目
八－

一
三

い
わ
さ
矯
正
歯
科

徳
島
市
福
島
一
丁
目
八－

一
三

育
成
医
療
（
歯
科
矯
正
に

令
和
七
年
十
月

関
す
る
医
療
）

一
日

更
生
医
療
（
歯
科
矯
正
に

関
す
る
医
療
）



徳
島
県
告
示
第
五
百
五
十
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
自
立
支
援
医
療
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
開
設
者

指
定
自
立
支
援
医
療
を
行
う
薬
局

担

当

す

る

指

定

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

医

療

の

種

類

年

月

日

株
式
会
社
徳
島
ベ
ー
ス

徳
島
市
川
内
町
大
松
八
〇
二－

オ
ブ
リ
ー
ジ
ュ
調
剤
薬
局

徳
島
市
佐
古
八
番
町
四－

一
五

育
成
医
療
（
薬
局
）

令
和
七
年
八
月

四

佐
古
店

更
生
医
療
（
薬
局
）

一
日

有
限
会
社
ａ
ｄ
ｄ

同

蔵
本
元
町
二
丁
目
四
〇

あ
り
す
調
剤
薬
局
北
島
店

板
野
郡
北
島
町
鯛
浜
字
か
や
一

同

同

番
地
七

五
三－

一
三

株
式
会
社
ソ
レ
イ
ユ

海
部
郡
海
陽
町
四
方
原
字
杉
谷

ス
マ
イ
ル
調
剤
薬
局
市
場

阿
波
市
市
場
町
山
野
上
字
大
西

同

同

二
八－

二

店

一
七
二－

一

株
式
会
社
レ
イ
ル

徳
島
市
佐
古
六
番
町
七
番
四
号

ス
マ
イ
ル
調
剤
薬
局
問
屋

徳
島
市
問
屋
町
三
五
番
地

同

同

十
月

町
店

一
日

有
限
会
社
井
上
調
剤
薬
局

同

南
田
宮
二
丁
目
一
番
六

井
上
調
剤
薬
局
城
南
店

同

八
万
町
弐
丈
九
七
番
八

同

同

六
号
ハ
イ
ツ
明
日
華



徳
島
県
告
示
第
五
百
五
十
一
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定

自
立
支
援
医
療
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
を
更
新
し
た
。

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
開
設
者

指
定
自
立
支
援
医
療
を
行
う
病
院
又
は
診
療
所

担

当

す

る

指
定
更
新

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

医

療

の

種

類

年

月

日

医
療
法
人
明
和
会

徳
島
市
国
府
町
早
淵
字
北
カ
シ

藍
住
た
ま
き
青
空
ク
リ
ニ

板
野
郡
藍
住
町
住
吉
字
千
鳥
ヶ

更
生
医
療
（
腎
臓
に
関
す

令
和
七
年
八
月

ヤ
五
六
番
地
一

ッ
ク

浜
一
一
〇－

五

る
医
療
）

一
日



徳
島
県
告
示
第
五
百
五
十
二
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定

自
立
支
援
医
療
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
を
更
新
し
た
。

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
開
設
者

指
定
自
立
支
援
医
療
を
行
う
薬
局

担

当

す

る

指
定
更
新

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

医

療

の

種

類

年

月

日

株
式
会
社
は
じ
め
調
剤
薬

阿
南
市
富
岡
町
東
仲
町
三
一
六

は
じ
め
調
剤
薬
局
大
原
店

徳
島
市
大
原
町
池
ノ
内
四－

一

育
成
医
療
（
薬
局
）

令
和
七
年
八
月

局

番
地

更
生
医
療
（
薬
局
）

一
日

有
限
会
社
ａ
ｄ
ｄ

徳
島
市
蔵
本
元
町
二
丁
目
四
〇

あ
り
す
調
剤
薬
局
阿
南
店

阿
南
市
上
中
町
南
島
三
二
五
番

同

同

番
地
七

地
一

株
式
会
社
あ
け
ぼ
の
薬
局

鳴
門
市
撫
養
町
黒
崎
字
八
幡
一

あ
け
ぼ
の
調
剤
薬
局

鳴
門
市
撫
養
町
黒
崎
字
八
幡
一

同

同

一
三－

一

一
三－

一

有
限
会
社
井
上
調
剤
薬
局

徳
島
市
南
田
宮
二
丁
目
一
番
六

井
上
調
剤
薬
局
田
宮
店

徳
島
市
南
田
宮
二
丁
目
一
番
六

同

同

六
号
ハ
イ
ツ
明
日
華

六
号
ハ
イ
ツ
明
日
華

同

同

井
上
調
剤
薬
局
城
北
店

同

北
矢
三
町
三
丁
目
三
番

同

同

四
〇
号

株
式
会
社
ス
マ
イ
ル

板
野
郡
北
島
町
高
房
字
八
丁
野

ス
マ
イ
ル
調
剤
薬
局
あ
い

板
野
郡
藍
住
町
住
吉
字
千
鳥
ヶ

同

同

西
三
九－

二
六

ず
み
南
店

浜
一
一
〇－
五



ド
レ
ミ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
有

徳
島
市
佐
古
三
番
町
五－

八

国
府
ド
レ
ミ
調
剤
薬
局

徳
島
市
国
府
町
観
音
寺
字
井
ノ

同

同

限
会
社

尻
二
二
四
番
五

株
式
会
社
グ
ラ
ン
ド
プ
ラ

同

助
任
橋
四
丁
目
八－

一

加
地
薬
局
鳴
門
店

鳴
門
市
撫
養
町
大
桑
島
北
ノ
浜

同

同

ス

六
二
番
二

株
式
会
社
グ
ロ
ー
バ
ル
・

同

北
常
三
島
町
一
丁
目
一

国
府
池
尻
調
剤
薬
局

徳
島
市
国
府
町
池
尻
字
西
塚
む

同

同

九
月

ア
シ
ス
ト

〇
番
地
一
七

さ
三
二
三
番
地
一

一
日

丸
笹

充

美
馬
郡
つ
る
ぎ
町
半
田
字
日
開

八
千
代
薬
局

美
馬
郡
つ
る
ぎ
町
半
田
字
日
開

同

同

野
一
二
四

野
一
二
四

ド
レ
ミ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
有

徳
島
市
佐
古
三
番
町
五－

八

調
剤
薬
局
ド
レ
ミ
フ
ァ
ー

徳
島
市
佐
古
五
番
町
一
〇－

四

同

同

限
会
社

マ
シ
ー

総
合
メ
デ
ィ
カ
ル
株
式
会

福
岡
市
中
央
区
大
名
二
丁
目
九

そ
う
ご
う
薬
局
銀
座
通
店

三
好
市
池
田
町
サ
ラ
ダ
一
八
〇

同

同

社

－

二
三

一
番
地
三

有
限
会
社
タ
イ
ニ
ー

名
西
郡
石
井
町
石
井
字
石
井
六

マ
ザ
ー
調
剤
薬
局

名
西
郡
石
井
町
石
井
字
石
井
六

同

同

三
六－

二
二

三
六－

二
二

日
本
メ
デ
ィ
カ
ル
シ
ス
テ

千
葉
県
市
川
市
塩
焼
二－

一－

徳
島
中
央
調
剤
薬
局

徳
島
市
寺
島
本
町
東
二
丁
目
一

同

同

ム
株
式
会
社

一

五

一
Ｆ

有
限
会
社
ネ
ク
ス
ト
ワ
ン

美
馬
市
脇
町
字
拝
原
一
六
〇
五

ア
ス
カ
薬
局
駅

美
馬
市
美
馬
町
字
駅
九
番
一

同

同

十
月

－

四

一
日



株
式
会
社
グ
ロ
ー
バ
ル
・

徳
島
市
北
常
三
島
町
一
丁
目
一

国
府
調
剤
薬
局

徳
島
市
国
府
町
東
高
輪
字
天
満

同

同

ア
シ
ス
ト

〇
番
地
一
七

三
五
二
番
六

有
限
会
社
森
本
薬
局

同

秋
田
町
一
丁
目
五
九
番

森
本
薬
局
富
田
橋
店

同

富
田
橋
一
丁
目
二
五
番

同

同

地

地



徳
島
県
告
示
第
五
百
五
十
三
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
自
立

支
援
医
療
機
関
の
名
称
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
開
設
者

指
定
自
立
支
援
医
療
を
行
う
薬
局

担

当

す

る

変

更

名

称

名

称

所

在

地

所

在

地

医

療

の

種

類

年

月

日

旧

新

株
式
会
社
ユ
ニ
ス
マ

東
京
都
千
代
田
区
神
田
練

や
ま
と
調
剤
薬
局

ユ
ニ
ス
マ
イ
ル
薬
局

徳
島
市
大
和
町
二
丁
目
三

育
成
医
療
（
薬
局
）

令
和
七
年
十
月

イ
ル

塀
町
六
八
番
地
一
ム
ラ
タ

や
ま
と
店

－

四
八
大
和
ハ
イ
ツ
一
階

更
生
医
療
（
薬
局
）

一
日

ヤ
ビ
ル
三
階

同

同

門
田
薬
局
住
吉
店

ユ
ニ
ス
マ
イ
ル
薬
局

同

住
吉
二
丁
目
一－

同

同

住
吉
店

一
七

同

同

門
田
薬
局
中
島
田
店

ユ
ニ
ス
マ
イ
ル
薬
局

同

中
島
田
町
四
丁
目

同

同

中
島
田
店

一
番
地
三

同

同

と
く
し
ま
調
剤
薬
局

ユ
ニ
ス
マ
イ
ル
薬
局

同

昭
和
町
四
丁
目
三

同

同

と
く
し
ま
昭
和
町
店

三



徳
島
県
告
示
第
五
百
五
十
四
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告

す
る
と
と
も
に
、
当
該
届
出
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
令
和
七
年
十
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
八
年
二

月
二
十
八
日
ま
で
に
、
県
に
対
し
、
次
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

届
出
の
概
要

１

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

氏
名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
し
ま
む
ら

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
北
袋
町
一
丁
目
六
○

髙
橋

維
一
郎

二
番
一
号

２

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

ハ
ロ
ー
ズ
国
府
店
Ｂ
敷
地

所
在
地

徳
島
市
国
府
町
観
音
寺
字
弐
反
田
六
二
四
番
地
一
ほ
か

３

変
更
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表

(一)
者
の
氏
名

変
更
前
氏
名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
し
ま
む
ら

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
北
袋
町
一
丁
目
六
○

鈴
木

誠

二
番
一
号

変
更
後
氏
名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
し
ま
む
ら

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
北
袋
町
一
丁
目
六
○

髙
橋

維
一
郎

二
番
一
号

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

(二)
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前
氏
名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
し
ま
む
ら

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
北
袋
町
一
丁
目
六
○

鈴
木

誠

二
番
一
号

変
更
後
氏
名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
し
ま
む
ら

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
北
袋
町
一
丁
目
六
○

髙
橋

維
一
郎

二
番
一
号

４

変
更
年
月
日

令
和
七
年
五
月
十
六
日



二

届
出
年
月
日

令
和
七
年
九
月
三
十
日

三

届
出
の
縦
覧

１

縦
覧
の
場
所

徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
及
び
徳
島
市
経
済
部
経
済
政
策
課
並
び
に
徳
島

県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

２

縦
覧
の
期
間

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
八
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

四

意
見
書
の
提
出
先
及
び
意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

１

意
見
書
の
提
出
先

郵
便
番
号
七
七
○
―
八
五
七
○

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
創
業
・
経
営
支
援
担
当

電
話
番
号
○
八
八
―
六
二
一
―
二
三
六
七

２

意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

(一)

意
見
の
内
容

(二)

意
見
を
述
べ
る
理
由

(三)
３

そ
の
他

提
出
さ
れ
た
意
見
書
に
つ
い
て
は
そ
の
概
要
を
公
告
す
る
と
と
も
に
、
徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業

支
援
課
及
び
徳
島
市
経
済
部
経
済
政
策
課
並
び
に
徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
お
い
て
公
告
の
日
か
ら
一
月
間
縦
覧
に
供
す
る
。



徳
島
県
告
示
第
五
百
五
十
五
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告

す
る
と
と
も
に
、
当
該
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
令
和
七
年
十
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
八
年
二

月
二
十
八
日
ま
で
に
、
県
に
対
し
、
次
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

届
出
の
概
要

１

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

氏
名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
し
ま
む
ら

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
北
袋
町
一
丁
目
六
○
二
番
一

髙
橋

維
一
郎

号

２

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

ハ
ロ
ー
ズ
国
府
店
Ｂ
敷
地

所
在
地

徳
島
市
国
府
町
観
音
寺
字
弐
反
田
六
二
四
番
地
一
ほ
か

３

変
更
事
項

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

（一）

変
更
前
位
置

（１）

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

面
積

（２）

六
九
平
方
メ
ー
ト
ル

変
更
後
位
置

（１）

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

面
積

（２）

四
○
・
二
平
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

(二)

変
更
前
位
置

（１）

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

容
量

（２）

二
七
・
六
立
方
メ
ー
ト
ル

変
更
後
位
置

（１）

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

容
量

（２）

二
九
・
○
四
立
方
メ
ー
ト
ル



荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

（三）

変
更
前

荷
さ
ば
き
施
設
Ｂ
一

午
前
五
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

荷
さ
ば
き
施
設
Ｂ
二

午
前
零
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま
で

荷
さ
ば
き
施
設
Ｂ
三

午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
午
前
五
時
ま
で

変
更
後

荷
さ
ば
き
施
設
Ｂ

午
前
零
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま
で

４

変
更
年
月
日

令
和
七
年
十
月
一
日

二

届
出
年
月
日

令
和
七
年
九
月
三
十
日

三

届
出
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

縦
覧
の
場
所

徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
及
び
徳
島
市
経
済
部
経
済
政
策
課
並
び
に
徳
島

県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

２

縦
覧
の
期
間

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
八
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

四

意
見
書
の
提
出
先
及
び
意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

１

意
見
書
の
提
出
先

郵
便
番
号
七
七
○
―
八
五
七
○

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
創
業
・
経
営
支
援
担
当

電
話
番
号
○
八
八
―
六
二
一
―
二
三
六
七

２

意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

(一)

意
見
の
内
容

(二)

意
見
を
述
べ
る
理
由

(三)
３

そ
の
他

提
出
さ
れ
た
意
見
書
に
つ
い
て
は
そ
の
概
要
を
公
告
す
る
と
と
も
に
、
徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業

支
援
課
及
び
徳
島
市
経
済
部
経
済
政
策
課
並
び
に
徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
お
い
て
公
告
の
日
か
ら
一
月
間
縦
覧
に
供
す
る
。


